
議案第４号

北九州市立松本清張記念館規則の一部改正について

北九州市立松本清張記念館規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年４月２２日提出

                   北九州市教育委員会

                      教育長 田 島 裕 美  

提案理由 北九州市立松本清張記念館の休館日を変更するため、関係規定を改

める必要があるので、この規則案を提出する。
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北九州市立松本清張記念館規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和３年 月 日

                   北九州市教育委員会

                      教育長 田 島 裕 美  

北九州市教育委員会規則第  号

北九州市立松本清張記念館規則の一部を改正する規則

北九州市立松本清張記念館規則（平成１０年北九州市教育委員会規則第１３

号）の一部を次のように改正する。

第３条第２号を同条第３号とし、同条第１号中「同月３１日」を「翌年の１

月３日」に改め、同号を同条第２号とし、同号の前に次の１号を加える。

（１） 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日に当たるときは、その翌日）

付 則

この規則は、令和３年７月１日から施行する。
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参考                           北九州市立松本清張記念館規則新旧対照表

新 旧

（休館日）

第３条 休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認

めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を指定することができる。

（１） 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号

）に規定する休日に当たるときは、その翌日）

（２） １２月２９日から翌年の１月３日までの日

（３）  略

（休館日）

第３条 休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認

めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を指定することができる。

（１） １２月２９日から同月３１日までの日

（２）  略
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北九州市立松本清張記念館規則の一部改正（概要） 

１ 改正理由 

北九州市立松本清張記念館は、年末の１２月２９日から同月３１日までの休館日及び

館内整理日以外は原則すべての日において開館している。職員はシフト制で出勤してい

るため、全員出勤となる日は限られており、職員間の情報共有や新型コロナウイルス感

染症拡大防止のための要員確保が困難になっている。 

中央図書館、文学館等他の公の施設の例にならい、週１回の休館日を設けると共に、

年末（１２月２９日から３１日まで）だけでなく年始（１月１日から３日まで）につい

ても休館日とし、職員の勤務体制強化を図るものである。 

通常の来館者への対応や新型コロナウイルス感染症拡大防止のための作業をスムー

ズに行うことができ、来館者へのサービス向上に資することが可能となる。また、休館

日を設定することで、職員のワークライフバランスの向上と館の維持管理経費（光熱水

費、清掃及び警備等の庁舎管理委託料並びに受付監視委託料）の大幅な削減も見込まれ

る。 

なお、休館日が増加することについては十分に周知を行う予定であるが、近隣の類似

施設である中央図書館や文学館が月曜日と年末年始は休館として市民に定着している

ことから、近隣施設で一斉に休館することは市民に対しても統一性が保たれ、受け入れ

やすいものと思われる。 

以上のことから、北九州市立松本清張記念館規則（北九州市教育委員会規則第１３号）

を改正するもの。 

２ 改正内容 

北九州市立松本清張記念館規則の変更（第３条関係） 

変更後 変更前 

 (1) 月曜日(その日が国民の祝日に関

する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規

定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) １２月２９日から翌年の１月３日

までの日 

(3) 館内整理日 

(1) １２月２９日から同月３１日まで

の日 

(2) 館内整理日 

３ 施行期日 

 令和３年７月１日 

市民への休館日設定の周知期間を２か月程度設定できるよう、４月２２日の教育委

員会会議に付議するもの。 
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≪参考≫ 

・３館共通入場券について（小倉城・小倉城庭園・松本清張記念館共通入場券） 

  小倉城及び小倉城庭園の休館日は従前どおり年末１２月２９日から３１日までの

みで変更はないものの、３館共通入場券には使用期限がなく、松本清張記念館の休

館日に購入した場合でも後日使用することが可能であるため利用者の不利益にはな

らない。（産業経済局観光課協議済） 

  なお、３館共通入場券の購入の際には、松本清張記念館の休館日について、確実

に周知を行う予定。  

・勤務時間等の特例に関する規則について 

休館日の変更後も松本清張記念館の週休日の変更は行わない（「４週間を通じ８日

所属長の指定する日」）ため、勤務時間等の特例に関する規則（昭和４３年北九州市

規則第１８号）の改正は行わない。 

※文学館、中央図書館も同様の週休日を設定している。 
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北九州市立松本清張記念館規則

○北九州市立松本清張記念館規則 

平成１０年７月３１日 

教委規則第１３号 

改正 平成１６年６月３０日教委規則第１１号 

平成２４年３月３０日教委規則第３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、別に定めがあるもののほか、北九州市立松本清張記念館

（以下「松本清張記念館」という。）の管理に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（開館時間） 

第２条 開館時間は、午前９時３０分から午後６時までとする。ただし、入館

は、午後５時３０分までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、

開館時間を変更することができる。 

（平２４教委規則３・一部改正） 

（休館日） 

第３条 休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要がある

と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を指定することができ

る。 

（１） １２月２９日から同月３１日までの日 

（２） 館内整理日 

（平２４教委規則３・一部改正） 

（企画展示室等の使用の申請） 

第４条 北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市

条例第８号。以下「条例」という。）第３条の２第１項の規定により企画展

示室又は会議室（以下「企画展示室等」という。）の使用の許可を受けよう

とする者は、申請書を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 前項の使用の許可の申請は、使用しようとする日の３月前から受け付ける

ものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限
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北九州市立松本清張記念館規則

りでない。 

（平１６教委規則１１・平２４教委規則３・一部改正） 

（冷暖房設備使用料） 

第５条 別表の左欄に定める設備を使用したときの使用料の額は、同表の右欄

に定める額とする。 

（平１６教委規則１１・旧第６条繰上） 

（使用料の不返還） 

第６条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号に掲げるとき

は、当該各号に定める額を返還する。 

（１） 天災その他使用者（条例第３条の２第１項の使用の許可を受けた者

をいう。以下同じ。）の責めによらない事由により使用できないとき 使

用料の全額 

（２） 使用日（条例第３条の２第１項の使用の許可を受けた使用の日をい

う。）の２０日前までに使用者が使用の取りやめを申し出た場合で教育委

員会が相当の理由があると認めるとき 使用料の８割に相当する額 

（平１６教委規則１１・旧第７条繰上・一部改正、平２４教委規則３・

一部改正） 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第７条 使用者は、企画展示室等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、

又は教育委員会が許可した使用目的以外の目的に使用してはならない。 

（平１６教委規則１１・旧第８条繰上・一部改正、平２４教委規則３・

一部改正） 

（設備の変更禁止） 

第８条 使用者は、企画展示室等に特別の設備をし、又は変更を加えてはなら

ない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでな

い。 

（平１６教委規則１１・旧第９条繰上・一部改正、平２４教委規則３・

一部改正） 

（原状回復の義務） 
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北九州市立松本清張記念館規則

第９条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに、使用した企画展示室等を

原状に回復しなければならない。条例第３条の３の規定により使用の許可を

取り消され、又は使用の停止を命じられたときも、同様とする。 

（平１６教委規則１１・旧第１０条繰上・一部改正） 

（損害賠償の義務） 

第１０条 松本清張記念館の施設又は設備に損害を与えた者は、その損害を賠

償しなければならない。 

（平１６教委規則１１・旧第１１条繰上） 

（その他） 

第１１条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

（平１６教委規則１１・旧第１２条繰上、平２４教委規則３・一部改正） 

付 則 

この規則は、平成１０年８月４日から施行する。 

付 則（平成１６年６月３０日教委規則第１１号） 

この規則は、平成１６年７月１日から施行する。 

付 則（平成２４年３月３０日教委規則第３号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

（平１６教委規則１１・一部改正） 

設備 使用料の額 

冷暖

房設

備 

企画展示室 ３０分又はその端数ごとに １４０円 

会議室 ３０分又はその端数ごとに ４０円 
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